
（仮称）深谷市こども館の設置条例（案）骨子について 
 
１ 設置 
 こどもに遊びと学びの場を提供するとともに、こども及び保護者等の交流を促進し、もっ
て次代を担うこどもの健全な育成と子育ての支援を図ることを目的として、深谷市こども
館を設置する。 
 
２ 名称と位置 
 名称は、「深谷市こども館」とする。位置は、「深谷市仲町２０番１号」とする。 
 
３ 業務 

➀ 健全な遊びを通じたこどもの集団的指導及び個別的指導に関する業務 
② 子育て家庭への支援、相談、交流促進に関する業務 
③ 遊具その他の設備の利用によるこどもの健康及び福祉の増進に関する業務 
➃ 前各号に掲げるもののほか、こどもの健全な育成に関する業務 
⑤ 一時預かり事業に関する業務 

 
４ 休館日・開館時間 
 （１）休館日 

・月曜日（祝日の場合、翌日） 
・１月１日から１月３日まで、１２月２９日から１２月３１日まで 

（２）開館時間 
・午前９時から午後６時３０分まで 

 
５ 利用対象者 
 （１）個人利用 

・こども（満１８歳に達した日以後の最初の３月３１日までの間にある者）とその 
保護者等 

（２）団体利用 
・保育園、小規模保育室、認可外保育施設、認定こども園、幼稚園、小学校など 

 
６ 使用料、使用料の減免 
 （１）使用料 

市内の方は無料、市外の方は有料とする。 
（２）使用料の減免 

障害者及びその介護者は免除とする。 

資料１ 


